
　埼玉県医師国民健康保険組合（医師国保）は、国民健康保険法に基づいて、医療従事者である組合員及び組合員
の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的として、昭和33年4月に設立認可された公法人です。
　当組合は、保険者であるとともに被保険者が医療従事者であり、また一方では医療を受ける側となる三様の立場
を持つ特異な国保組合です。医療・福祉の事業に従事する組合員及びその家族の医療保障と福利厚生を担っています。
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（保険者）

国民健康保険組合 同種・同業者
（医師、歯科医師、薬剤師等）

協会けんぽ 主に中小企業の被用者

健康保険組合 主に大企業の被用者

船員保険 船員

国家公務員共済 国家公務員

地方公務員共済 地方公務員

私立学校教職員共済 私立学校の教職員等

市町村国民健康保険 他の健康保険の加入者以外
（自営業者等）

後期高齢者医療保険
75歳以上及び
65歳〜74歳で

一定の障害の状態にある人
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